


別紙１ 

 

島根県最低賃金を次のとおり改正決定すること。 

 

１ 適用する地域 

   島根県の区域 

２ 適用する使用者 

   前号の地域内で事業を営む使用者 

３ 適用する労働者 

   前号の使用者に使用される労働者 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

   １時間１，０３３円 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

６ 効力発生の日 

   令和７年１１月１７日 

  



島根地方最低賃金審議会附帯決議 

 

 

 

１  中小零細企業の社会保険料負担軽減策を実施されたい。 

 

２  中小企業の最低賃金引上げに伴い、１年間の最低賃金引上げに見

合う運転資金への直接的な助成金・補助金を創設されたい。 

 

３  島根地方最低賃金審議会の審議を鑑み、全国規模（４７都道府県

公労使委員の代表参加）で「地方最低賃金審議会の在り方検討会」

を開催されたい。 

 

４  各答申文に盛り込まれた附帯決議等について令和７年度末まで

にフィードバック（報告）をされたい。 

以上 
 

  



別紙２ 

 

島根県最低賃金と生活保護との比較について 

 

１ 地域別最低賃金 

(１) 件   名  島根県最低賃金 

(２) 最低賃金額  時間額 ９０４円 

(３) 発 効 日  令和５年１０月６日 

 

２ 生活保護水準 

(１) 比較対象者 

１８～１９歳・単身世帯者 

(２) 対象年度 

   令和５年度 

(３) 生活保護水準（令和５年度） 

生活扶助基準（第１類費及び第２類費＋冬季加算＋期末一時扶助費）の 

島根県内人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えた金額 

（９１，３３３円）。 

 

３ 生活保護に係る施策との整合性について 

  上記１の（２）に掲げる金額の１箇月換算額（註）と上記２の（３）に掲げ

る金額とを比較すると島根県最低賃金が下回っているとは認められなかった。 

（註）1箇月換算額 

   904 円（島根県最低賃金）×173.8（1 箇月平均法定労働時間数） 

×0.807（可処分所得の総所得に対する比率）＝１２６，７９２円 

 
 
 


